
総合計画審議会　第２章関連　意見及び対応一覧

平成２３年７月２１日現在

意見 対応 現在の状況

　各施策の方向があるが、その方向について

その通りにいっているかどうかを判断するため

にも、管理目標値が必要である。方向性につ

いての進捗管理ができる指標はどこのあるの

か。

　先程もごみ処理の収集体制の充実で、自治

会の加入率が低いということであれば、加入

率を計画期間における目標指標とすればい

いのではないか。それぞれの方向を決めたの

であれば、それぞれに目標指標があってしか

るべきであり、何をもって確認できるのか。

　現在、記載している目標指標については、

めざす姿として基本計画の頂点である項に対

する指標としておりますが、施策の方向の指

標化について、再度庁内で検討していきま

す。

　現在、指標について、庁内の検討組織にお

いて見直しする方向で検討しております。

　財政推計の中、９年間の事業費が出てくると

思うが、そういったことはやっているのか。道路

を作るのであれば何メートル整備するのか指

標の中で明らかにしていく必要があるのでは

ないか。

　財政推計など変動する可能性はあることか

ら、詳細の部分については、記述している方

向性に沿って３年間の実施計画の中で表現し

ていきたい。

　掲載している目標指標のレベルが不明であ

る。簡単に達成できる目標なのか、非常に困

難な目標なのかよくわからない。この指標はど

こから出てきたのか。

　目標指標については、それぞれ指標の設定

調書を作成しているが、各指標ごとに実行性

のある指標の設定を心がけています。

　現在、指標について、庁内の検討組織にお

いて見直しする方向で検討しております。

節・項

第２章 全体
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節・項

　緑が減少している状況の中、町には街路樹

がない。屋敷林が減っていると言っているが、

植栽するにも宅地は狭いため、河川敷や街路

樹などが少ないといった課題があるのではな

いか。この項では緑の保全ではなく、緑化の

推進である。

　屋敷林などの緑について、都市化の進展と

ともに減少している状況であり、街路樹は大き

な役割を担っている。しかしながら町道におい

ては道路幅員も狭く、街路樹も植栽できる場

所も少ないことから、生け垣等による緑化を推

進している。

　また、第２章については自然環境の分野で

あり、公園等については第１章関連であること

から、街路樹等は第１章の中で対応いたしま

す。

　目標指標の中で、自然環境保全地域面積

などの記載があるが、現状も将来値も同じ数

値が記載されている。こういったものを指標化

するのはどうかと思う。少しでも改善するなど

上昇指標とすべきではないか。検討いただき

たい。

　町の自然環境保全地域としては、越の山と

寒川神社があたるが、この保全地域を将来に

わたって保全する意味合いから同数を掲載し

ているが、この辺の指標のあり方についても

検討を加えていきたい。

　現在、指標のあり方についても、庁内組織

で検討しております。

　自然環境保全地域に対して、維持管理を行

いながら保全していくのか、それとも放置した

状態で保全していくのか。例えば里山の維持

のためなど新たな事業、アイデアとして見えて

こないものか。町民から公募して里山の維持

管理ボランティアなど新たな施策が必要では

ないか。

　ワークショップから住民協働で実施するなど

ご提案をいただいているが、住民協働にあ

たっては施策推進の中で記述しておりますの

で、住民の力を借りながら実施していきたい。

　環境基本計画で、取り組みの効果が短期間

で現れないものも多くと記載があるが、これが

施策の方向の中でどのように反映されている

のか。

　総合計画は町の最上位計画であり、施策の

方向性について記述しており、より具体的なも

のは下位計画の個別計画で実施していくもの

ですが、この現況と課題の部分で記述につい

ては担当課等と調整いたします。

　修正箇所新旧対照表のとおり修正いたしま

した。

第１節

第１項

緑化の推進
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節・項

　環境共生の推進の目標指標の中で、ＩＳＯ１

４００１の推移が書かれているが、今後環境と

の共生を推進していくにあたっては、ＩＳＯ基

準は絶対条件である。工業系だけではなく、

商業にも必要であり、それを指導していく行政

機関においても取得すべきと思うが。

　また、ＩＳＯ認証を取得する時点でも、大変な

費用がかかるので、取得する、しないに関わら

ず指導する立場としてどのぐらいのスキルを

持つかが重要である。

　町でも取得の必要性について検討を重ねて

きているが、取得するメリット・デメリットを考え

ながら担当とも協議いたしますが、取得維持

にあたっては大変な労力と費用がかかるた

め、ＩＳＯに対するあり方や指導する立場として

のスキル向上が必要である旨を担当とも調整

いたします。

　ＩＳＯ認証には、維持管理に費用がかかる

が、多くの公共では安く上げるため、簡易なＩ

ＳＯをやっている。資格を持つ人を育成し、お

金をかけずにやることもできる。まだ、やり方も

工夫できる部分があると思うので、環境とも調

整してもらって、町としてどういった方向でいく

か検討いただきたい。

　やはり、まずは町で率先して取得すべきだと

思う。ただし、企業は継続していかないといけ

ないが、行政は体制が整えれば後は自主的

に管理すればいいことなので、その辺の検討

をお願いしたい。

　役場の職員が資格を取得するなど努力した

らいかがか。

　現在、職員の資質向上を目的に職員研修を

実施しているので、資格取得等について研修

事業の中で対応できるものは対応していきた

　担当に確認したところ、費用対効果も考慮

し、どのような形がベストであるか、先進自治

体も参考にしながら現在も検討しているところ

です。

　町職員に対し、環境の一般常識的なものは

実施しており、試験的に環境基準にあったモ

デル所属による実施なども考えている。

　総合計画に位置付けることはなく、考え方と

しては持っているが、ＩＳＯ取得には貴重な税

金を使用して取得するため、どう入った形が

一番良いのか検討していきたい。

第２節

第１項

環境共生の推進
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節・項

第２節

第４項

廃棄物の適正処理

　基本方針では、ごみの収集時における分別

の徹底による資源化と記述があるが、収集体

制として自治会の負担が増加している中、自

治会の加入率も下がっている状況である。

　藤沢市などは集積所での収集ではなく、個

別収集を行っていることから、経費の問題もあ

るが、収集処理体制の充実の中に収集方法

について見直しや検討と言った言葉が入らな

いか。

　収集については、モラルの問題もあると思う

が、協働のまちづくりを進めるに当たって、モ

ラルの向上や収集体制について、様々な可

能性も考えながら、担当課と調整いたします。

　藤沢市のような個別収集方式は、非常にコ

ストがかかり、現段階では困難であると考えま

すが、収集体制の先進的事例を研究するとと

もに、ゴミ出しのモラルの向上に努め、町民協

働のまちづくりの中で検討してまいります。


